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日

清

間

琉

球

案

件

交

渉

序

日
本
と
中
国
と
の
聞
に
両
属
関
係
を
続
け
て
来
た
琉
球
も
、
日
本
が
明
治

維
新
を
迎
え
て
か
ら
は
、
否
応
な
く
そ
の
去
就
を
決
せ
ら
れ
る
事
と
な
っ
た
。

日
本
政
府
は
明
治
五
年
九
月
、
琉
球
審
を
置
き
務
王
に
前
泰
を
封
じ
た
が
、

更
に
同
八
年
七
月
に
は
琉
球
が
従
来
行
っ
て
来
た
清
国
へ
の
朝
貢
を
禁
止
し

た
。
琉
球
の
訴
え
に
よ
り
清
国
は
日
本
に
抗
議
を
申
入
れ
、
と
と
に
数
球
問

題
は
日
清
両
国
閣
の
交
渉
案
件
と
な
っ
た
。
し
か
る
に
日
本
は
更
に
領
有
の

実
を
一
不
す
た
め
、
同
十
二
年
四
月
に
は
沖
縄
霞
県
の
挙
に
出
る
に
至
っ
た
。

日
清
両
国
は
互
に
自
説
を
主
張
し
て
解
決
の
見
込
み
が
立
た
な
か
っ
た
。
清

国
で
は
折
か
ら
来
遊
の
前
米
国
大
統
領
グ
ラ
ジ
ト

(
d守

g
g
mw品目
H
M
O
ロ

の
g
己

格

蘭
芯、

嘉
蘭
)

に

調
停
を
仰
ぎ
、
そ
の
斡
旋
で
日
清
阿
国
聞
に

一
つ
の
解
決
案
が
成
り
、
将
に
調
印
の
運
び
に
ま
で
進
展
し
た
。
此
の
案
に

よ
る
と
、
日
本
は
台
湾
に
近
い
宮
古

・
八
重
山
両
群
島
を
清
固
に
譲
り、

代

り
に
最
恵
国
待
遇
に
均
濯
す
る
事
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
る
に
清
国
で
は
調

印
を
延
期
し
、

事
を
設
け
て
之
を
回
避
す
る
態
度
に
出
た
の
で
、
日
本
全
権

宍
戸
於
も
不
信
を
詰
っ
て
帰
国
し
、
協
約
案
は
遂
に
成
立
す
る
に
歪
ら
な
か

っ
た
。
そ
の
後
二
三
の
交
渉
は
あ
っ
た
が
、
後
年
日
清
戦
争
で
日
本
が
勝
刺 の

挫

折

安

問

昭

男

を
収
め
た
結
果
、
琉
球
所
属
問
題
も
自
然
的
に
解
決
の
形
と
な
っ
た
。
従
っ

て
日
本
と
し
て
は
、
一
旦
は
割
譲
と
決
し
た
両
群
島
ま
で
保
有
し
得
た
の
で

あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
比
の
清
国
の
解
決
案
回
避
は
、
琉
球
所
属
に
関
す
る

日
清
交
渉
の
事
実
上
の
終
点
と
な
っ
た
も
の
と
し
て
重
視
さ
れ
る
。

一
旦
成
約
し
た
解
決
案
を
清
国
は
何
故
に
回
避
し
た
か
。
此
の
事
情
に
つ

い
て
、
三
浦
周
行
博
士
は

「
明
治
時
代
に
於
け
る
琉
漆
所
属
問
題
」
ハ
]
)
で

概
括
さ
れ
、
三
国
谷
宏
氏
は
「
琉
球
所
属
問
題
に
関
す
る
グ
ラ
y
ト
の
調
停
」

〔

2
v

で、

不
成
立
に
終
る
ぺ
き
種
因
は
解
決
案
自
体
に
あ
る
と
せ
ら
れ
た
。

要
す
る
に
解
決
案
自
体
に
医
し
た
内
部
的
素
因
と、

当
時
の
国
際
関
係
と

い
う
内
外
両
国
の
要
素
が
併
せ
考
え
ら
れ
る
。
双
方
の
比
重
に
軽
重
は
あ
る

に
せ
よ
、
此
の
両
面
の
原
因
を
追
及
す
る
事
に
よ
り
、
不
成
立
も
止
む
を
得

な
か
っ
た
理
由
を
把
握
で
き
よ
う。

小
稿
は
此
の
辺
の
消
息
を
更
に
検
討
し

よ
う
と
す
る
・
も
の
で
あ
る
。

註
(

l

)

史
学
雑
誌
四
二
編
七
、
二
一号

(
昭
和
六
年
〉

(

2

)

東
方
午
報
京
都
第
十
品
川
第
三
分

(
昭
和
十
四
年
)

一

北

京

会

商

の

経

緯

グ
ラ
ン
ト
の
斡
旋
論
述
の
関
係
上
、
協
約
案
成
議
に
至
る
ま
で
の
経
過

五
七
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を
一
応
略
述
し
て
お
き
た
い
。

琉
球
問
題
に
関
す
る
日
清
交
渉
が
停
頓
し
て
い
た
の
は
、
明
治
十
一
年
十

月
七
日
に
清
国
公
使
何
如
暖
か
ら
外
務
卿
井
上
撃
に
送
っ
た
照
会
の
す
〈
面
に
、

無
礼
の
措
辞
が
あ
っ
た
と
い
う
の
で
両
国
聞
に
応
酬
が
あ
り
、
と
れ
が
水
掛

論
に
終
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
グ
ラ
ソ
ト
は
李
鴻
章
の
動
さ
に
よ
り
一
私

人
と
し
て
調
停
の
労
を
と
る
事
に
応
じ
た
。
調
停
に
当
っ
て
グ
ラ

γ
ト
は
先

ず
日
本
の
主
張
す
る
「
照
会
撤
鎗
」
を
清
固
に
認
め
さ
せ
よ
う
と
し
て
、
李

鴻
章
に
も

「
如
比
交
不
背
撤
錦
、
以
後
恐
難
商
談
、
如
背
先
行
撤
回
、
則
日
人
悦

服
」
ハ
l
d

と
説
い
て
い
る
。
清
一
史
稿
は
日
清
両
国
の
主
張
の
食
違
い
に
つ
い
て

「
格
蘭
芯
語
口
力
派
大
員
会
商
、
十
ム
ナ
鴻
章
国
達
総
署
、
誇
照
会
日
本
外
務
省

誇
其
男
派
大
員
来
華
会
商
、
而
日
本
則
欲
中
国
男
派
大
員
前
往
東
京
」
〔
2
u

と
記
し
て
い
る
。
結
局
清
国
は
明
治
十
二
年
十
二
月
一
一
↓
t

四
日
附
の
照
会
で

「
将
従
前
禁
論
各
節
、
暫
置
弗
提
、
願
照
美
国
前
統
領
信
内
所
称
情
事
、
次

第
耕
理
」
(
3
v

と
提
案
し
て
来
た
。
こ
れ
は
照
会
の
前
言
を
取
消
し
た
と
い

う
よ
り
、
関
上
げ
を
申
出
た
も
の
と
見
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
翌
十
三
年

六
月
二
十
八
日
、
井
上
外
務
卿
は
清
国
総
理
各
国
事
務
街
門
(
以
下
総
理
街

門
と
略
称
、
引
用
文
中
に
抗
日
山田
有
と
あ
る
の
も
同
じ
〉
宛
に
左
の
通
り
譲
歩
の

旨
を
明
か
に
し
て
い
る
。

「
琉
球
一
索
、
本
自
貴
国
発
端
、
今
欲
商
鉾
之
、
貴
国
先
級
消
行
交
叉
先

派
前
来
、
於
理
為
宜
、
但
貴
国
似
不
審
先
行
比
二
事
、
倣
国
一
以
保
全
和

好
為
回
目
、
不
必
要
求
貴
国
所
不
喜
」

2
)

照
会
撤
錦
、
会
商
地
の
一
向
問
題
と
も
、
グ
ラ
シ
ト
の
説
い
た
互
譲
の
実
を
挙

五
八

げ
る
た
め
譲
歩
し
た
も
の
と
云
え
る
。
と
と
に
会
商
地
を
東
京
で
な
く
北
京

?
と
決
定
し
た
の
に
つ
い
て
は
、
グ
ラ
ソ
ト
の
意
向
も
尊
重
し
た
結
果
と
考
え

ら
れ
る
。
グ
ラ
ソ
ト
は
明
治
十
二
年
八
月
十
目
、
明
治
天
皇
に
謁
見
の
際
に

琉
球
問
題
に
触
れ
て
日
清
両
国
の
互
譲
を
説
い
た
上

「
清
一
回
ト
談
判
ヲ
遂
サ
セ
ラ
ル
、
ニ
当
テ
ハ
、
成
ヘ
グ
外
国
ヲ
シ
テ
之
一
一

干
渉
セ
シ
メ
ラ
ル
可
ラ
ス
、
夫
ノ
欧
洲
諸
国
ハ
、
(
中
略
)
若
γ
ヤ
日
清

聞
こ
章
一
千
起
ル
ア
レ
ミ
却
テ
圭
ト
ジ
白
ラ
利
益
ヲ
占
シ
ト
欲
『
ヘ
ル
ニ
外
ナ

ラ
ス
」
戸
5
)

と
述
べ
て
い
る
。
グ
ラ
シ
ト
は
謁
見
に
先
立
つ
同
年
七
月
二
十
二
日
の
、
琉

球
問
題
を
評
議
し
た
日
光
会
談
で
も
同
様
の
趣
旨
を
内
務
卿
伊
藤
博
文
、
陸

軍
卿
西
郷
従
道
等
に
忠
告
し
て
い
る
。
円
6
)

グ
ラ

γ
ト
は
東
京
で
交
渉
を
行

う
持
は
、
英
国
公
使
パ

I
グ
ス

(ω
山
門
司
ミ
ミ

ω・
H
U
M
肖

w
g
巴
夏
礼
)
が

策
動
す
る
の
を
慎
れ
て
い
た
稼
で
あ
る
。

さ
て
日
本
は
正
式
の
商
談
に
先
立
ち
、
明
治
十
三
年
四
月
四
日
、
当
時
天

津
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
大
蔵
少
書
記
官
竹
添
進
一
郎
に
命
じ
、
直
隷
総
督
兼

北
洋
大
臣
と
し
て
天
津
に
在
っ
た
李
鴻
章
と
会
談
さ
せ
、
琉
球
問
題
に
つ
い

て
予
備
的
交
渉
を
進
め
た
。
李
鴻
章
は
比
の
時
、
何
如
嘩
か
ら
の
書
簡
に
、

「
美
便
所
称
、
与
統
領
熟
商
、
南
島
帰
中
国
、
北
島
帰
日
本
、
中
島
帰
琉
球
、

復
国
立
君
」
ハ
7
4

と
あ
る
の
を
一
示
し
、
宛
も
グ
ラ
シ
ト
が
日
本
駐
在
の
米
国

公
使
ピ
シ
ガ
ム

Q
C
}
5
b
・
盟
国
間

E
S
平
安
)
と
協
議
し
た
上
で
、
何
公

使
に
提
示
し
た
か
の
よ
う
な
口
吻
で
あ
っ
た
。
日
本
と
し
て
は
比
の
所
謂
琉

球
三
分
案
は
始
め
て
接
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
早
速
駐
米
公
使
吉
田
清

成
に
命
じ
て
、
当
時
米
国
イ
リ
ノ
イ
州
ガ
レ
ナ
(
の
丘
町

B-)
に
在
っ
た
グ
ラ

ソ
ト
に
照
会
さ
せ
た
。
そ
の
結
果
グ
ラ
ッ
ト
か
ら
は
関
知
し
な
い
旨
の
返
事
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を
得
た
。
ま
た
ピ
ソ
ガ
ム
公
箆
も
同
様
矧
ら
な
い
草
干
が
判
明
し
た
。
そ
こ
で

日
本
と
し
て
は
北
京
で
の
正
式
会
談
開
始
前
に
、
竹
添
か
ら
李
に
対
し
て
、

三
分
案
反
対
の
意
向
を
伝
え
さ
せ
た
。
李
自
身
も
此
の
三
分
実
に
は
疑
念
を

抱
い
て
お
り
、
と
れ
は
何
公
使
の
担
造
に
よ
る
か
、
或
は
李
が
一
応
牽
制
策

と
し
て
用
い
た
程
度
ら
し
く
、
ハ
E
)

そ
の
ま
ま
立
消
え
に
な
っ
て
了
っ
た
。

一
方
北
京
で
の
会
商
は
明
治
十
三
年
六
月
二
十
九
日
、
日
本
側
全
権
委
員

と
し
て
駐
清
公
使
宍
一
戸
際
が
任
命
さ
れ
、
同
年
八
月
十
八
日
、
宍
戸
公
使
と

清
国
総
理
街
門
大
芭
沈
桂
十
分
、
吾
、
J
E
Z

、
王
文
詔
等
と
の
聞
に
交
渉
が
開
始
さ

れ
た
。
宍
戸
公
使
は

「
琉
球
島
ノ
議
連
年
結
テ
解
ケ
ス
、
今
ヤ
善
後
ノ
日
開
法
ヲ
商
ラ
シ
ト
欲
ス
。

而
ル
ニ
玖
島
旧
ト
我
カ
征
服
ノ
地
一
一
シ
テ
、
之
ヲ
処
詩
ス
ル
ハ
豆
口
カ
分
内

-一在リ、

他
屋
ノ
干
渉
ス
ヘ
キ
所
-
一
非
ス
。
故
ヲ
以
テ
我
国
ヨ

D
意
見
/

以
テ
比
ロ
グ
可
キ
者
ナ
シ
。
先
ツ
貴
国
ノ
意
見
ヲ
聴
キ
、
而
ル
後
一
一
之
ヲ
議

セ
ジ
」

(
9〉

と
日
本
の
立
場
を
示
し
た
。
と
れ
に
対
し
沈
桂
芥
も

「
我
カ
鉾
法
ハ
琉
球
ヲ
存
ス
ル
ノ
外
別
ニ
意
見
ア
ル
コ
ト
無
シ
」
(
巴

と
答
え
、
と
と
で
も
互
に
自
ら
発
議
す
る
の
を
好
ま
な
い
態
度
で
あ
っ
た
。

結
局
は
日
本
側
か
ら
鉾
法
を
提
示
し
て
、
以
来
八
回
に
わ
た
る
商
議
に
三
ヶ

月
を
要
し
て
結
く
双
方
意
見
の
一
致
を
見
た
。

と
の
協
約
案
は
琉
球
諸
島
の
う
ち
、
最
も
台
湾
に
近
い
宮
古
、
八
重
山
一阿

群
島
(
先
島
諸
島
を
成
す
)
を
清
国
に
劉
き
、
代
り
に
日
本
は
清
国
か
ら
最

恵
国
待
遇
を
得
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

明
治
四
年
日
清
聞
に
辛
来
修
好
条
約
締
結
の
際
、
全
権
伊
達
宗
城
は
最
恵

国
条
款
を
認
め
さ
せ
る
の
に
失
敗
し
た
。
日
本
は
是
非
共
と
れ
に
成
功
し
ょ

う
と
し
利
益
均
需
を
主
張
し
た
。
清
国
は
琉
球
問
題
解
決
の
交
換
条
件
と
す

る
事
を
好
ま
な
か
っ
た
が
、
結
局
増
加
条
約
の
形
で
同
意
し
た
の
で
あ
る
。

二
島
分
割
宇
品
川
は
日
本
と
し
て
は
相
当
の
譲
歩
だ
っ
た
と
云
え
る
が
、
日
本

政
府
独
自
の
案
で
は
な
い
。
グ
ラ
y
ト
は
前
述
吉
田
公
使
の
照
会
に
対
し
て

も

「二
島
分
割
の
こ
と
は
、

日
本
滞
在
中
に
発
論
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
三

分
案
に
つ
い
て
は
嘗
て
言
及
し
た
こ
と
が
な
い
。
二
島
を
清
国
に
制
割
譲
す

れ
ば
、
清
国
は
無
論
そ
の
報
酬
と
し
て
最
恵
国
待
遇
の
均
認
に
同
意
せ
ぬ

こ
と
は
な
い
」
ハ
U
d

と
明
言
し
て
い
る
。

と
に
角
、
一
応
両
民
間
に
該
が
成
る
所
ま
で
進
ん
だ
の
は
、
ひ
と
え
に
グ

ラ
シ
ト
の
調
停
に
負
う
も
の
と
一
云
っ
て
過
言
で
は
な
い
。

清
国
の
態
度
中
変
北
京
会
商
は
明
治
十
三
年
十
月
二
十
一
日
、
談
判
結

了
と
な
り
、
一
、
球
案
専
条
二
、
加
約
一
二
、
窓
単
を
約
定
し
た

0
2
v

一
は
宮
古
八
重
山
二
島
を
清
国
の
管
轄
と
し
、
そ
の
他
は
日
本
領
と
し
て

「
彼
此
永
遠
不
相
千
預
」
を
官
と
し
た
も
の
。
こ
は
辛
未
修
好
条
約
の
増
加

条
款
で
最
恵
国
待
遇
に
関
す
る
も
の
。
三
は
日
本
が
諸
外
国
と
条
約
を
改
正

す
る
場
合
、
清
国
も
改
正
年
限
を
短
縮
し
て
「
彼
此
酌
議
」
す
る
事
を
保
証

し
た
も
の
で
あ
る
o

此
の
際
、
沈
経
芥
v

と
宍
戸
公
使
と
の
聞
に

「洗

協
議
ニ
ハ
相
成
侯
共
猶
一
応
内
奏
致
侯
手
続

一
一
付
此
先
キ
!
?
日
程

御
猶
予
有
之
度
侯

公
使
無
拠
候
左
候
得
共
御
互
-
二
調
印
ノ
後
三
ヶ
月
内
-
一
批
准
交
換
ヲ
約

シ
侯
様
可
致
候
其
旨
御
書
入
被
成
度
侯
」

2
4

と
の
話
合
い
が
あ
り
、
更
に
両
島
照
受
及
び
加
約
施
行
の
期
も
定
め
ら
れ
た
。

五
jL 
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か
く
て
宍
戸
公
使
は
、
本
国
か
ら
交
渉
に
当
り
派
遣
さ
れ
て
い
た
内
閣
大
書

記
官
井
上
毅
に
成
議
案
を
携
え
帰
朝
報
告
さ
せ
、
久
し
い
閣
の
難
問
題
も
漸

く
解
決
し
た
か
に
見
え
た
。

し
か
る
に
清
国
側
は
読
印
期
限
を
越
え
、
十
一
月
に
入
っ
て
も
何
等
通
報

せ
ず
、
市
一
八
一
戸
公
使
か
ら
屡
次
催
促
の
末
、
十
一
月
十
七
日
に
至
っ
て
漸
く
、

総
弁
葉
続
桐
を
公
使
館
に
遺
し
て
来
た
。
書
記
官
田
辺
太
一
に
面
会
の
上
提

出
し
た
照
会
主国
文
面
に
は

「
欽
奉
諭
旨
、
前
拠
総
理
各
冨
事
務
街
門
奏
接
結
琉
球
一

実
各
摺
片
、
若

交
南
北
洋
大
臣
等
一
妥
議
具
奏
、
倹
覆
葵
到
日
一
再
降
論
旨
欽
此
、
相
応
恭
録

照
会
責
大
臣
可
也
」
臼
)

と
あ
り
、
上
諭
に
よ
り
北
洋
大
臣
李
鴻
章
、
南
洋
大
臣
劉
均

一
に
妥
議
さ
せ

る
一事
に
な
っ
た
と
い
う
。

日一ハ
戸
公
使
も
始
め
は
清
国
側
の
意
中
を
探
り
、兼
ね
¥
翌
十
八
日
井
上
外
務

卿
に
宛
て

「
余
D

ニ
毎
弄
ヲ
極
侯
稔
成
致
万

二
ノ
或

ハ
中
変
ノ
地
ヲ
為
候
タ
メ
ニ
モ

可
宥
之
裁
ト

モ
擬
念
被
致
侯
へ
共
只
今
迄
ノ
景
況
一
一
テ
ハ
右
様
ノ
悪
意
モ

有
之
間
敷
被
存
共忠一息
中
探
得
仕
カ
タ
グ
被
存
侯
」
包
)

'と
報
告
し
て
い
る
程
で
あ
る
。

よ
っ
て
井
上
外
務
卿
も
十
一
月
三
十
日
、
宍
戸
公
使
に
対
す
る
訓
令
で

コ
阿
国
全
権
ノ
特
任
ヲ
受
ケ
タ
ル
大
臣
ハ

意
見
相
同
ノ
後
、
即
チ
調
印
シ
、

調
印
己
ニ
終
テ
、
始
メ
テ
批
准
ヲ
誇
フ
ヘ
キ
ノ
理
一
一
シ
テ
、
調
印
ノ
前
一
一

上
諭
ヲ
誇
ヒ
及
南
北
洋
通
信
大
臣
ノ
意
見
ヲ
待
y
ノ
要
用
ナ
シ
」
元
)

と
の
趣
意
を
以
て
総混一
衛
一
門
を
詰
責
せ
よ
と
達
し
た
。
日
本
と
し
て
は
光
緒

六
年
六
月
三
十
日
(
明
治
十
三
年
八
月
五
日
)
附
の
「
欽
奉
諭
旨
、
著
該
街

ノ、。

門
主
大
臣
、
会
同
妥
商
耕
理
欽
此
」

ハ己

云
々
の
清
国
総
理
街
門
照
会
に
よ

り
、
総
理
街
門
を
以
て
、
我
が
全
権
委
員
と
同
様
全
権
を
有
す
る
も
の
と
認

め
て
交
渉
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
あ
ら
た
め
て
全
権
委
任
状
の
提
出

も
求
め
て
い
な
か
っ
た
。
今
に
及
ん
で
調
回
を
遷
延
し
、
本
問
題
の
委
任
に

関
係
の
な
い
南
北
洋
大
臣
の
意
見
に
倹
つ
と
い
う
の
で
は
、
「
公
法
上
か
ら
も

自
ら
全
権
の
任
を
破
り
前
一
言
を
食
む
も
の
で
あ
る
、
と
し
て
難
詰
し
た。

宍
宵
公
使
は
十
二
月
二
十
七
日
、
総
理
街
門
に
対
し
「
須
期
十
日
有
所
答

回
」
白
〉
と
期
限
付
で
替
促
し
た
が
、
翌
十
四
年
一
月
一
一
一
日
の
照
覆
で
は
、

琉
球
案
件
に
つ
い
て
南
北
洋
大
臣
の
意
見
を
徴
す
る
の
は
上
諭
の
旨
趣
に
よ

り
慎
重
を
期
す
る
た
め
で
あ
り
、
放
さ
ら
の
延
引
で
は
な
い
と
弁
疏
す
る
の

み
で
あ
っ
た
。
自
〉

一
月
十
一
日
、
宍
一
戸
公
使
は
帰
国
の
意
向
を
総
理
街
門
に
報
じ
、
田
辺
書

記
官
を
臨
時
公
使
代
理
と
す
る
旨
を
伝
え
、
同
十
六
日
に
告
別
の
た
め
総
理

街
門
を
訪
問
し
た
。
此
の
時
の
会
談
に
は
新
任
の
駐
日
清
国
公
使
許
景
澄
も

出
席
し
、
宍
戸
公
使
に
対
し
次
の
様
に
主
張
し
た
。

一
、
条
約
締
結
の
際
、
各
国
で
も
上
下
議
院
に
付
議
す
る
が
、
南
北
洋
大

臣
妥
議
の
事
も
同
様
の
筋
で
あ
る
。

ご
、
調
印
期
日
の
延
引
も
各
国
約
定
の
後
、
批
准
に
手
聞
い
と
る
事
が
少
く

?ぁ、

。

J
/

、hv

三
、
妥
議
具
奏
の
上
、
成
約
通
り
に
成
立
す
る
か
も
知
れ
な
い
の
に
、

使

命
不
達
成
と
し
て
帰
国
す
る
の
は
早
計
で
は
な
い
か
。
お
)

宍
戸
公
使
は
之
に
反
論
し

「
南
北
洋
大
臣
ノ
妄
議
ヲ
被
要
候
ト
ノ
事
即
チ
便
事
不
成
/
在
一
一
有
之
侯
。

成
程
各
外
国
ニ
モ
議
院
ノ
議
ヲ
采
y
叉
ハ
批
准
延
引
ノ
事
モ
可
有
之
候
得
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共
、
両
国
棄
権
大
臣
既
-
一
議
協
侯
モ
ノ
、
其
大
臣
全
権
ヲ
以
テ
画
押
為
拠

-一
不
及
別

-一
他
人
/
コ
レ
ニ
参
侯
ト
ノ
事
ハ
承
リ
不
申
侯
。
左
侯

ヘハ

菜

権
大
芭

-一其
権
ナ
キ
モ
ノ
ト
、
是
権
ナ
キ
ヲ
以
テ
権
ア
D
ト
シ、

他
ノ

一

方
ノ
使
臣
ヲ
欺
キ
侯
モ
ノ
ニ
同
シ
」

2
)

と
述
べ、

侮
弄
の
態
度
は
甘
受
出
来
な
い
旨
を
明
か
に
し
、
引
続
い
て

「且
支
国
ノ
慣
例
ト
ハ
一
国
ノ
私
法
-
一
一
ア
万
国
会
商
ノ
通
義

一
一
無
之
上
、
貴

国
ノ
属
国

ハ
イ
サ
知
ラ
ス
、
対
頭
ノ
国
ニ
対
シ
可
被
申
陳
儀
ト
ハ
不
被
心

得
侯
」

(召

と
清
冨
の
慣
例
と
い
っ
て
も
、
日
本
が
そ
れ
に
応
ず
る
謂
れ
の
な
い
事
を
付

言
し
た
。
「
反
覆
ノ
挙
動
」
ム
」
「
遷
延
ノ
詐
術」

と
は
井
上
外
務
卿
も
前
記

宍
戸
へ
の
訓
令
中
で
「
清
国
政
府
常
用
ノ
手
段
一
一
シ
テ
、
目
前
其
近
例
ヲ
見

ル
コ
ト
少
カ
ラ
ス
」
(
告
と
非
難
し
て
い
る
。

一
月
十
七
日
、
宍
一
戸
公
使
は
総
理
街
門
に
対
し、

琉
漂
案
件
の
破
約
は
清

国
側
の
責
任
な
る
回
目
を
最
後
的
に
通
告
し
、
〈
包
同
月
二
十
日
に
北
京
を
引

揚
げ
帰
朝
復
命
し
た
。

日
本
と
し
て
は
清
国
側
が
自
ら
議
を
捨
て
た
も
の
と
見
倣
し
た
の
で
あ
る
。

清
国
側
で
は
逆
に

「
日
本
使
臣
宍
戸
勲
一、
覚
所
欲
難
遂
、
即
謂
由
我
自
棄
前
談
、
俸
惇
一間帰
、

詞
意
決
絶
」

2
d

と
の
上
諭
が
出
て
、
む
し
ろ
日
本
の
意
図
は
細
川
鴎
に
あ
る
と
見
て
お
り
、
軍

機
大
臣
左
宗
門
呆
な
ど
は
沿
海
の
戒
備
を
上
申
し
て
い
る
。
ハ
お
)

な
お
比
の
閣
の
中
国
の
態
度
に
つ
い
て
、
批
准
の
延
期
と
か
拒
否
と
か

述
ぺ
て
い
る
も
の
を
散
見
す
る
。
し
か
し
如
上
の
経
緯
を
見
て
も
明
か
な

通
り、

E
確
に
は
調
印
延
期
或
は
調
印
回
避
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

批
准
は
調
印
の
後
に
、
条
約
文
で
規
定
の
あ
る
場
合
、
条
約
発
効
に
必

要
な
手
続
き
で
あ
り
、
調
田
の
な
い
ま
ま
に
批
准
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得

な
い
。
秒
、
に
批
准
云
々
の
諾
は
調
印
の
後
、
之
を
承
認
し
な
い
場
合
に
用

い
ら
れ
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

し
か
る
に
李
鴻
章
の
奏
議
で
も
「
曽
声
明
白
御
筆
批
准
、
於
一
一
一
箇
月
限

内
互
換
、
務
調
間
限
満
之
時
、
准
不
准
之
権
、

何
在
朝
廷
、
比
時
似
宣
用
支

度
之
法」

ハ
む
と
批
准
の
遷
延
を
説
い
て
い
る
。
実
際
批
准
の
如
何
は
其

の
国
次
第
な
の
で
あ
る
か
ら
、
と
れ
を
拒
否
さ
れ
て
も
致
し
方
の
な
い
も

の
で
あ
る
。
一
字
の
奏
議
は
事
実
上
調
印
を
も
延
期
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

尤
も
清
国
の
云
い
分
と
し
て
は
沈
桂
芥
が
宍
戸
公
使
に
説
明
し
た
言
葉
に

「
中
国
/
訂
約
-
一
一
向
側
ア

D
。
外
国
若
グ
ハ
他
省
-
一
於
テ
ス
ル
者
ハ
、
鈴

印
ノ
後
一
一
批
准
シ
、
本
街
門
エ
於
テ
ス
ル
者
ハ

、
批
准
ノ
後
一
一
鈴
回
ス
。

況
ヤ
此
案
ノ
係
ル
所
重
大
ナ
ル
ヲ
ヤ
」
ハ
哲

と
清
国
の
締
約
慣
例
に
調
印

よ
り
も
批
准
を
先
に
す
る
こ
と
が
あ
る
回
目
を
明
か
に
し
て
い
る
。
し
か
し

そ
れ
な
ら
ば
予
め
、
十
日
以
内
の
調
印
を
約
し
た
時
に
、
当
然
一
言
そ
の

由
を
断
っ
て
お
く
ぺ
き
で
、
と
の
主
張
は
表
面
を
糊
塗
す
る
為
の
一一A
い
逃

れ
と
見
る
他
な
か
ろ
う
。

註
(

1

)

李
文
忠
公
外
部
函
稿
管

一
二
谷

一
八
葉

(
光
綜
六
年
七
月
六
日
)

(

2

)

清
史
稿
邦
交
志
六
ノ
六

(

3

)

山一
羽
倉
公
実
記

下
巻
五
九
九
頁

(
4
〉
日
本
外
交
文
書
第
二
=
春

一
二
七
項

(

5

)

グ
ヲ
シ
ト
府
軍
と
の
御
対
話
筆
記
(
国
民
精
神
文
化
研
究
所
刊
〉

八

l
九
頁

~ 
ノ、
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(
6
〉

げ
-
ゾ
ペ
話
相
琉
球
事
件
(
明
治
安
化
事
総
史
篤

二

六
頁
〉

(
7

)

李
文
忠
公
外
部
函
続
二
ニ
ノ
一
七

(
8
〉

三

浦
周
行
「
明
治
時
代
に
於
け
る
琉
球
所
属
問
題
」
(
史
学
雑
誌

四
二
ノ

一一

一、

一一
一
一員
)

三
国
谷
宏

「
琉
球
帰
問
問
に
関
す
る
グ
ラ
ン
ト
の
調
停
」

(
東
方
学
鞍

京
都
一

O
ノ
=
一
、
五
九
頁
)

(9
〉〈

ω
)
岩
倉
公
実
記
下
谷
六

O
ニ
l
三
頁

〈
日
)

世
外
弁
と
公
伝
第
三
年
官
四
一

七
一貝

(
ロ
)
(
日
)
日
本
外
交
文
書
館
町
二
ニ
各
一
二
九
項

(
H
H

〉(日
)

h

v

h

v

一三

O
項

(

日

〉

グ

H
M

一
三
三
項

(

げ

)

グ

グ

一

二

八

項

(
時
)

グ

ッ

一

三

五
項

(
凶
)

M
M

第
一
四
巻

一一一

一環

(
却
)
(
幻
〉ハ幻
)

グ

グ

一

一

点
項

〈お
)

H

H

第

一一一一
答

一
三
三

項

(

但

〉

ワ

第

一
四
谷

一
一
二

項

(
お
〉

清
季
外
交
史
料
第
ご
五
巻
六
葉

(お
)

H

J

H

H

八
葉

(

幻

)

李

女

忠

公

会
一
番
奏
稿
第
三
九
巻
五
葉

〈m
m
)

台
湾
琉
球
始
末
(
外
務
省
続
)
各
七

ニ

調

印

回

避

の

事

情

清
国
は
何
故
に
此
の
様
に
態
度

一
変
し
認
印
を
回
避
し
た
か
。
そ
の
直

接
導
因
は
李
鴻
章
の
反
対
に
あ
る
と
一
玄
え
る
。
そ
れ
故
、
李
の
反
対
理
由

ム
ノ、

を
明
か
に
す
れ
ば
、
調
印
回
避
の
事
情
も
ほ
ぼ
そ
の
全
貌
を
把
め
よ
う。

李
鴻
章
の
不
満
、
総
理
衛
門
の
意
図

抑
々
琉
球
問
.
題
に
関
す
る
ん
寸
次
の

交
渉
は
、
森
一

d

鴻
章
と
竹
添
進
一
郎
と
の
間
の
予
備
的
会
談
に
始
ま
っ

て
い
る
。

琉
球
三
分
論
を
持
出
し
た
の
も
十
字
に
他
な
ら
な
い
。
日
本
側
は
比
の
提
案
を

斥
け
る
一
方
、
宍
戸
公
使
に
北
京
で
総
理
街
門
と
交
渉
さ
せ
た
。
と
れ
は
明

か
に
李
を
出
し
抜
い
た
も
の
で
あ
る
。
当
時
李
は
直
隷
総
替
兼
北
洋
大
臣
と

し
て
重
要
な
外
交
案
件
を
処
理
し
、
琉
球
問
題
に
も
腐
心
し
て
い
た
。

し
か
も
改
約
交
渉
の
進
め
ら
れ
た
日
清
修
好
条
約
は
、
十
字
が
日
本
代
表
の

主
張
を
抑
え
て
、
最
恵
国
条
款
を
允
さ
な
か
っ
た
'
も
の
で
あ
る
。
折
か
ら
露

清
交
渉
で
も
自
一
己
の
意
見
が
容
れ
ら
れ
ず
面
白
く
な
か
っ
た
際
で
、
李
の
悪

感
情
は
相
当
に
強
い
も
の
が
あ
っ
た
。

一
大
泣
い
領
事
と
な
っ
た
竹
添

(
四

時

ι一紳
)
が
、
明
治
十
三
年
十
一
月
二

十
日
、
井
上
外
務
卿
に
送
っ
た
情
報
中
に
も
、
一学刊か
竹
添
の

「
留
守
中

へ
怒

鳴
リ
込
、
、
、
竹
添
飯
事
ハ
脱
走
セ

リ
ヤ
実
-
一
洋
鬼
子
ノ
如
グ
他
ノ
間
際
ヲ
鏡
ヒ

人
ヲ
困
難

ニ
陥
ラ
シ
ム
ル
様
ノ
事
ヲ
為
ス
勿
レ
ト
悪
口
」
ハ
る
し
た
と
報
じ

て
い
る
。
李
は
更
に
「
留
守
居
の
書
記
生
に
対
し
て
宍
戸
は
無
学
だ
と
罵
り
、

竹
添
は
詩
文
は
少
し
位
や
る
が
悪
智
恵
が
多
い
」

(
2
〉
と
前
駐
清
公
使
柳
原

前
光
ま
で
引
合
い
に
出
し
て
攻
撃
し
た
と
い
う
。
竹
添
は
「
李
氏
不
快
」
の

因
を
次
の
四
点
に
求
め
て
い
る
。

一
、
「
辛
宋
ノ
条
約
ハ
全
グ
李
鴻
章
一
人
一
一
一
ア
取
結
ヒ
李
氏
ハ

十
分
ノ
カ
ヲ

極
メ
テ
内
地
通
商
ヲ
拒
絶
シ
夕
日

、
然
ル

ニ
今
日
-
一
至
D
李
氏
ノ
手
ヲ
経

ス
シ
テ
辛
未
ノ
条
約
ヲ
改
王
増
加
ス
ル
ハ
、
総
理
街
門
ノ
手
抜
ケ
土
玄
ヘ

シ」

二
、
「
琉
球
ノ

一
案
内
談
ト

ハ
乍
申
、
小
官
ヨ
リ
昌
弘
政
府
ノ
主
意
ヲ
最
初
李
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民
二
申
入
レ
、
談
判
/
端
絡
ヲ
関
キ
、
李
氏
ヨ
リ
モ
小
官
-
一
鷹
托
セ
シ
要

件
有
之
、
然
ル
-
ニ
六
戸
公
使
航
清
ノ
節
、
十
字
民
ノ
不
在
ヲ
幸
ト
シ
面
会
無

之、

一
直
進
京
シ
総
署
ニ
向
テ
琉
案
ヲ
開
談
一
一
相
成
タ

D
」

一二
、

「
加
フ
ル
ニ
小
官
ハ
李
氏
ト
ノ
内
談
ヲ
中
止
シ
、
進
京
シ
テ
陰
-
一
公
使

ノ
談
判
ヲ
賛
助
セ
シ
ヲ
以
テ
、
李
民
ハ
出
シ
抜
ケ
ニ
逢
タ
ル
ノ
憤
リ
ヲ
挟

ミ」

四
、
「
グ
ラ
ン
ト
氏
八
全
グ
清
国
ニ
左
和
一
セ

D
ト
李
民

ハ
心
得
居
候
処
、
臼

本
ニ
渡
航
ノ
後
却
一
ア
日
本
-
一
左
祖
セ
シ
姿
有
ル
ヲ
以
テ
、
大
二
憤
鍍
ヲ
懐

キ
夕
日
。
の
テ
グ
ラ

y
ト
氏
ヲ
怒
罵
ス
ル
所
以
一
一
シ
テ
、
小
官
就
任
ノ
時

李
民
一
一向
ヒ
、
グ
ラ
ソ
ト
氏
モ
米
国
一一
公
使
モ
決
シ
テ
一
二
分
説
ヲ
唱
ヘ
タ
ル

事
ハ
無
之
段
言
明
候
節
、
反
復
常
ナ
シ
小
人
ノ
恒
態
ト
答

ヘ
タ
ル
旨
意
ト

大
略
符
合
致
シ
候
」

右
の
事
由
か
ら
「
憤
怒
ノ
余
ヮ
日
本
一
一
向
テ
ハ
手
負
獅
子
ノ
荒
レ
廻
ル
如

グ
必
ス
其
爪
牙
ヲ
試
ミ

y
ト
ス
ル
ヤ
疑
ナ
シ
一
言
)
?
と
し
、
他
に
も
例
証
と

し
て
清
国
官
員
が
竹
添
の
許
に
来
往
す
る
の
を
回
避
し
て
い
る
色
が
見
え
る

事
実
を
挙
げ
、

こ
れ
も
李
の
憤
怒
を
知
つ
て
の
喜
一
一
で
あ
ろ
う
と
見
て
「
南
北

洋
大
臣
ニ
下
議
セ
シ
ム
ル
ノ
上
諭
ハ

、
会
一
グ
李
民
横
矢
ヲ
入
レ
タ
ル
ヨ

D
起

ηJ
候
事
」
(

4

d

と
推
察
し
て
い
る
。

以
上
の
如
く
、
李
鴻
章
の
悪
感
情
は
、
日
本
側
の
竹
添
・
宍
戸
に
対
す
る

も
の
だ
け
で
な
く
、
総
理
街
門
の
行
動
、
更
に
は
グ
ラ
シ
ト
に
対
す
る
不
満

が
重
な
り
合
っ
た
'
も
の
で
あ
っ
た
。

竹
添
は
李
を
無
視
し
て
北
京
会
商
を
進
め
た
の
を
総
理
街
門
の
手
抜
か
り

と
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
総
理
街
門
が
む
し
ろ
本
一
J

の
介
入
は
約
案
成
立

へ
の
障
害
?
と
な
る
裏
一
を
意
識
し
て
交
渉
を
進
め
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
と

こ
に
総
理
街
門
と
本
?
と
の
闘
が
円
滑
を
欠
い
て
い
た
事
を
窺
え
る
が
、
卒
の

不
満
を
承
知
の
上
で
解
決
案
を
急
い
だ
の
に
は
、
や
は
り
相
当
の
理
由
が
あ

る
答
で
あ
る
。
一
つ
に
は
何
と
い
っ
て
も
グ
ラ
シ
ト
の
好
意
に
応
え
る
為
で

あ
る
が
、
更
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
は
、
伊
型
事
件
に
関
連
し
て
、

日
本
が
ロ
シ
ア
(
俄
国
〉
と
連
繋
す
る
の
を
警
戒
し
た
事
で
あ
る
。

伊
型
地
方
を
占
領
し
た
ロ
シ
ア
軍
の
撤
兵
に
関
す
る
露
清
交
渉
は
、
当
時

清
国
を
悩
ま

L
た
重
大
な
外
交
問
題
で
あ
っ
た
。
清
国
要
路
に
は
比
の
際
、

日
本
に
多
少
の
譲
歩
を
し
て
も
、
ロ
シ
ア
と
結
ば
せ
な
い
よ
う
に
せ
よ
と
の

論
が
出
た
。
左
庶
子
張
之
洞
は
明
治
十
三
年
八
月
十
五
日
の
上
奏
で
、
琉
球

事
件
を
速
か
に
解
決
し
「
勝
目
孤
俄
」
ハ
5
)

の
策
を
採
る
た
め
、
条
約
改
訂

に
も
譲
歩
を
、
主
張
し
「
商
務
可
允
者
允
之
、
使
彼
中
立
不
助
俄
勢
」
(

6

)

と
云

っ
て
い
る
。
こ
の
張
之
洞
の
建
議
に
動
か
さ
れ
た
か
、
総
理
街
門
の
恭
親
王

突
訴
も
一
撲
諸
現
在
事
勢
、
中
国
若
拒
日
本
太
甚
、
日
本
必
結
俄
益
深
」
(

7

)

と
上
奏
し
た
。

日
本
の
方
で
も
既
に
北
京
で
の
開
議
前
か
ら
井
上
外
務
卿
は
宍
戸
公
使
に

宛
て
「
清
魯
葛
藤
ハ
殊
ノ
事
五
口
琉
球
事
件
/
完
結
ノ
景
況
一
一
一
関
係
侯
問
、
第

ト
御
探
偵
候
テ
御
報
告
有
之
度
候
」
(

E

d

と
達
し
て
い
る
よ
う
に
、
露
清
関

係
の
動
向
に
は
注
意
を
払
っ
て
い
る
。
北
京
で
の
交
渉
中
に
も
井
上
外
務
卿

は
吉
田
駐
米
公
使
宛
、
明
治
十
三
年
九
月
三
十
日
附
の
書
状
に

「
最
早
余
程
ウ
イ
1

キ
ポ
イ
ソ
ト
も
顕
点
候
故
一
柑
日
清
ム
口
縦
ヲ
世
間
喋
々

f
e

ル
疑
ヒ
候
気
味

こ
の
機
三
来
ジ
、
終
局
ニ
到
リ
候
様
、
斤
一
ハ
戸
え
も
厳
敷
迫
り
立
申
候
」
(
と

と
報
じ
て
い
る
。

清
国
側
で
も
亦
逆
に
、
日
本
が
此
の
情
勢
を
利
用
し
て
い
る
事
は
承
知
し

て
お
り
、
李
も
光
緒
六
年
十
月
九
初
日
の
上
奏
で

ム
ノ¥
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「
旋
聞
日
本
公
使
宍
戸
崎
屡
在
総
理
街
門
、
催
結
球
案
、
明
知
中
俄
之
約

未
定
、
意
在
乗
比
機
会
図
佑
便
宜
」
品
)

と
述
ペ
て
い
る
。

と
に
か
く
露
清
交
渉
の
成
行
き
を
め
ぐ
っ
て
、

清
国
内
か
日
本
の
動
向
を
顧

慮
し
た
事
が
、
北
京
で
の
琉
球
案
件
交
渉
の
成
約
到
達
を
促
進
し
た
葛
寸
実
が

認
め
ら
れ
る
。

李
鴻
章
の
友
対
理
問
前
述
の
如
く
清
国
側
の
「
中
変
」
が
李
鴻
章
の
意

見
に
因
る
も
の
で
あ
る
事
は
、
直
ち
に
竹
添
が
そ
れ
と
祭
し
た
通
り
で
あ
っ

た
。
の
ち
明
治
十
四
年
二
月
卒
は
竹
添
に
対
し
て

「
総
署
が
定
約
を
破
っ
た
の
は
、
自
分
が
さ
せ
た
一
所
で
あ
っ
て
、
決
し
て

不
条
理
で
は
な
い
。
仮
令
総
署
が
議
決
し
て
も
、
皇
帝
か
ら
必
ず
日
分
に

街
下
問
が
あ
る
の
で
、
白
一
分
が
承
知
せ
ね
ば
決
し
て
解
決
す
る
も
の
で
な

い
。
自
分
は
ダ
ラ

γ
ト
圧
に
両
国
和
好
の
た
め
速
か
に
収
局
す
る
と
と
を

望
む
と
の
主
意
を
日
宏
政
府
に
陳
述
す
る
こ
と
を
誇
間
糊
し
た
が
、
排
法
に

つ
い
て
は
談
話
を
交
し
た
こ
と
は
な
い
。
旦
つ
絵
署
か
ら
は
一
々
通
知
が

な
い
の
で
、
談
判
に
つ
い
て
は
一
切
知
ら
ぬ
。
仏
代
、
署
か
ら
葵
問
に
及
び
、

自
分
に
御
下
問
が
あ
っ
た
の
で
、
反
対
の
回
日
夜
奏
し
た
迄
で
あ
る
」
ハ
凡
〉

と
語
っ
て
い
る
。

李
と
し
て
も
解
決
案
が
当
を
得
た
・
も
の
で
あ
れ
ば
、
も
と
よ
り
単
な
る
感

情
C
故
に
反
対
す
る
わ
け
も
な
い
。
日
清
両
国
の
得
失
を
比
較
し
て
、
此
の

解
決
案
で
は
清
国
に
と
っ
て
不
利
で
あ
り
、
反
対
す
べ
き
相
当
の
理
由
が
あ

れ
ば
こ
そ
、

総
理
衛
門
の
困
惑
、
日
本
側
の
憤
慨
、
か
い
て
は
グ
ラ
)
ノ
ト
の

失
望
に
対
す
る
考
慮
を
押
切
っ
て
、
成
立
を
阻
止
し
た
の
で
あ
る
。

李
の
反
対
趣
旨
は
大
体
次
の
三
点
に
要
約
さ
れ
る
。

ノ¥

四

一
、
最
恵
国
待
遇
均
需
に
は
慎
重
を
要
す
る
。

ご
、
琉
球
主
国
復
活
即
ち
朝
貢
名
儀
存
続
の
見
込
み
が
な
く
な
っ
た
。

三
、
日
露
連
衡
に
つ
き
総
理
街
門
と
異
り
、
そ
の
虞
れ
は
な
い
と
見
る
。

夫
H

に
つ
い
て
、
主
と
し
て
光
絡
六
年
十
月
初
九
日
(
明
治
十
三
年
十

一

月
十
一
日
)
の
李
鴻
章
の
上
奏

(
凱
灯
時
枕
上
)
に
拠
り
検
討
し
て
み
る
。

第
一
の
最
恵
国
待
遇
均
需
の
件
は
、
二
島
分
割
の
交
換
条
件
の
形
と
な
っ

た
も
の
で
あ
る
。
前
に
も
触
れ
た
通
り
、
と
れ
は
李
自
身
が
先
年
修
好
条
約

取
極
め
の
際
極
力
反
対
し
て
遂
に
認
め
な
か
っ
た
所
で
あ
る
。
上
奏
で
も
内

地
通
商
に
つ
い
て

「
日
本
密
遡
東
隅
、
文
法
合
同
一
一
古
田
同
町
問
、
其
人
貧
容
貧
利
無
恥
、
一

開
此
例
、

勢
必
紛
至
務
来
、
ぷ
五
口
民
争
利
、
或
更
包
捷
商
税
、
為
作
好
犯
科
之
事
、

閥
的
代
佼
宏
之
興
、
即
白
失
業
商
人
旬
結
内
地
肝
民
、
不
可
不
防
其
掘
削
、
此

設
改
旧
約
尚
宜
的
度
之
情
形
也
」
危
)

T

ど
強
く
答
戒
し
て
い
る
。
と
れ
は
李
に
限
っ
た
も
の
で
な
く
、
上
一
笑
後
文
に

も

「
適
接
出
使
大
臣
何
如
萄
来
書
、
並
紗
所
寄
総
理
街
門
両
函
、
力
陳
利
益

均
即
刻
及
内
地
通
商
之
弊
、
語
多
切
実
」

完
)
と
何
公
使
の
同
様
な
意
見
を
引

い
て
い
る
。
但
し
李
守
と
し
て
も
、
全
く
反
対
と
い
う
の
で
は
な
く
、
「
酌
度

之
情
形
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
二
の
琉
球
王
国
復
活
の
問
題
は
、
解
決
案
不
成
立
の
重
要
因
子
と
な
っ

た
・
も
の
で
あ
る
。

清
国
と
し
て
は
自
国
の
領
土
と
し
て
琉
球
の
一
部
回
復
を
望
む
も
の
で
は

な
く
、
属
領
と
し
て
朝
貢
の
名
儀
を
継
続
さ
せ
た
い
為
で
あ
る
と
称
し
て
い

る
。
明
治
十
三
年
四
月
四
目
、
李
は
竹
添
と
の
筆
談
で
「
中
国
之
争
琉
球
、

原
為
興
一
概
絶
護
持
弱
小
起
見
、

一一塁
一
無
利
人
土
地
之
心
」
立
〉
と
述
べ
て
い
る
。
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琉
球
王
匿
を
復
活
し
、
前
審
王
尚
泰
で
も
復
位
さ
せ
よ
う
と
の
考
え
は
、
も

と
よ
り
李
に
限
ら
ず
、
当
時
の
清
国
章
一
臣
遠
の
一
致
し
た
意
見
で
あ
っ
た
。

李
は
分
島
の
議
が
出
た
際
、
総
理
街
門
に
対
し
「
謂
中
国
若
分
球
地
不
便

収
管
、
只
可
還
之
球
人
」
(
さ
と
琉
球
を
琉
球
人
に
返
還
す
る
意
向
を
示
し

て
い
る
。
し
か
る
に
李
と
し
て
は
迂
潤
と
も
い
え
よ
う
か
、
「
此
時
尚
未
知

南
島
之
枯
痔
也
」
自
)
と
い
う
程
度
の
認
識
で
あ
り
、
そ
の
後
「
近
接
総
理

街
門
図
抗
日
本
所
議
、
巨
因
伝
説
在
津
之
琉
球
官
向
徳
宏
、
始
知
中
島
物
産

較
多
、
南
且
句
会
{hM-
僻
盤
、
不
能
自
立
」

G
d
と
確
認
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
も
此
の
援
な
経
済
的
事
由
k
共
に
、
致
命
的
な
事
に
は
、
社
稜
の
保

存
に
必
要
な
旧
恋
王
尚
泰
一
の
復
帰
が
実
現
不
能
と
判
明
し
た
。
尚
泰
と
嗣
子

尚
呉
は
沖
縫
置
県
の
後
、
明
治
十
三
年
五
月
遂
に
相
つ
い
で
上
京
を
余
儀
な

く
さ
れ
、

東
京
居
住
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
た
。

尚
泰
侯
笑
録
に
よ
れ
ば

「
清
国
政
府
は
、
琉
球
の
陳
情
を
酌
量
し
、
南
阪
の
二
群
島
に
琉
球
王
国

を
経
治
せ
し
め
、
封
貰
の
因
襲
を
行
は
し
め
む
と
欲
せ
し
が
、
旧
葎
王
己

に
華
=
族
に
列
す
る
を
以
て
、
他
に
王
族
を
再
立
せ
ん
と
し
、
議
し
て
宜
野

湾
王
子
を
之
れ
に
援
せ
り
、
然
る
に
、
旧
藩
臣
枯
一
寸
の
意
見
両
分
し
可
否
区

疋
決
せ
ず
、
遂
に
侯
の
裁
断
を
仰
ぐ
に
至
り
し
が
、
侯
其
の
児
戯
に
類
す

る
を
以
て
叱
し
て
之
を
斥
く
る
に
及
び
、
議
即
ち
罷
め
り
」

2
)

と
い
う
事
で
あ
る
。
琉
球
王
及
び
世
子
は
日
本
が
釈
放
し
な
い
の
で
、

尚
姓

の
も
の
が
復
位
不
能
な
ら
ば
、
代
り
に
尚
泰
の
姉
即
切
で
あ
り
、
審
王
密
使
と

し
て
天
津
の
李
に
救
援
を
誇
い
に
来
た
向
徳
宏

(辛
池
親
方
朝
恒
)
を
お
く

事
も
考
え
ら
れ

「
詞
以
球
王
及
子
嗣
、
堅
称
不
能
交
出
、
乃
謂
球
王
宗
族
遊
尚
姓
為
向
姓
、

向
之
人
各
処
皆
有
云
点
、
似
明
指
在
津
之
向
徳
宏
」
白
)

と
い
う
消
息
も
あ
っ
た
。

一
学
は
上
奏
の
中
で

「
臣
思
中
国
以
存
続
琉
球
宗
社
為
重
、
本
非
利
其
土
地
、
今
得
南
島
以
封

球
、
而
球
人
不
願
、
勢
不
能
不
派
員
管
理
、
既
踊
義
始
利
終
之
嫌
、
不
免

為
日
人
分
諺
」
(
色

と
名
分
の
立
た
な
く
な
る
事
を
憂
え
、
ま
た
仮
に
琉
球
王
国
が
復
活
し
得
た

場
合
で
も
、
直
ち
に
そ
の
存
立
が
脅
か
さ
れ
て
は
意
味
な
い
の
で

「
旦
以
有
用
之
兵
錦
、
守
此
酎
脱
不
毛
之
土
、
労
費
正
自
無
窮
、
而
道
呈

滋
速
、
立円
間
隔
絶
、
実
覚
孤
危
可
慮
、
若
慣
其
労
費
而
棄
之
不
守
、

適
堕

日
人
絞
謀
、
且
恐
西
人
路
之
、
経
営
墾
闘
、
犯
我
太
平
洋
咽
喉
、
亦
非
中

国
之
利
」

2
)

と
日
本
或
は
西
洋
諸
国
の
進
出
を
招
く
事
を
慎
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
仮
に

日
本
が
修
好
条
約
改
訂
を
交
換
条
件
と
せ
ず
、
単
に
琉
球
問
題
解
決
の
た
め

に
の
み
、
二
島
の
分
譲
を
申
出
た
と
し
て
も
、
猶
進
退
両
難
に
陥
り
悔
を
胎

す
事
を
恐
れ
る
。
し
か
る
に
日
本
は
改
約
と
い
う
交
換
条
件
を
つ
け
て
い
る

「
僕
能
覚
釈
球
王
、
昇
以
中
南
両
島
、
復
為
一
園
、
其
利
害
尚
足
相
抵
、

或
可
勉
強
允
許
、
如
其
不
然
、
則
彼
享
利
而
我
受
其
害
、
且
並
失
我
内
地

之
利
、
臣
籍
有
所
不
取
也
」
宕
)

と
、
そ
の
得
失
を
論
じ
て
、
意
の
あ
る
所
を
明
か
に
し
て
い
る
。

な
お
こ
と
で
二
一
目
し
て
お
き
た
い
事
は
、
李
の
名
分
尊
重
論
が
首
尾
一
貫

し
た
も
の
で
な
い
点
で
あ
る
。
さ
き
に
明
治
十
、
十
一
両
年
に
わ
た
り
琉
球

審
王
の
密
使
向
徳
宏
が
日
本
の
対
清
進
貢
阻
止
を
清
国
に
訴
え
た
時
、
李
は

何
公
使
か
ら
書
信
で
、
日
本
に
対
し
て
強
硬
策
に
出
る
事
を
進
言
し
て
来
た

六
五
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の
に
答
え

「
琉
球
以
黒
子
弾
丸
之
地
、
孤
懸
海
外
、
遠
於
中
国
、
而
遡
於
日
本
、
〈
中

略
〉
中
国
受
琉
球
朝
貢
、
本
無
大
利
、
若
受
其
貢
而
不
能
保
其
国
、
国
為

諸
国
所
軽
、
a

(

中
略
)
争
小
田
区
区
之
賞
、
務
虚
名
而
動
遠
路
、
非
憐
不

暇
、
亦
且
無
謂
」
〔
包

と
冷
淡
な
態
度
を
示
し
て
い
る
。
朝
貢
に
そ
れ
程
拘
泥
し
て
い
な
い
、
と
い

う
よ
り
む
し
ろ
問
題
に
し
て
い
な
い
と
も
見
ら
れ
る
。
し
か
る
に
後
に
な
っ

て
朝
貢
名
儀
存
続
を
固
執
す
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
に
は
琉
球
来
訴
当

時
の
清
国
の
立
場
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
何
公
使
の
返
簡
で
も
「
非

惟
不
暇
」
と
し
て
い
る
よ
う
に
ロ
シ
ア
と
伊
型
地
方
に
関
す
る
応
接
に
寧
日

な
く
、
琉
球
の
件
ま
で
落
着
い
て
交
渉
す
る
余
裕
げ
か
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

と
の
情
勢
が
李
の
上
奏
当
時
に
は
ど
の
程
一度
に
緩
和
さ
れ
て
い
た
か
。
こ
れ

は
次
の
間
題
と
つ
な
が
る
。

第
三
一
の
日
露
連
繋
に
対
す
る
情
勢
判
断
に
於
て
、
総
理
街
門
と
の
聞
に
梧

違
が
あ
っ
た
点
で
あ
る
が
、
李
は
上
奏
当
時
、
日
本
は
ロ
シ
ア
と
提
携
す
る

虞
れ
は
な
い
と
観
て
い
た
。
日
露
要
絡
を
替
戒
す
る
見
方
を
一
応

「老
成
持

重
之
見
」
と
し
な
が
ら
、
日
本
の
ロ
シ
ア
援
助
説
は
多
く
香
港
日
報
及
び
日

本
の
伺
喝
に
出
た
も
の
で
あ
る
ま
?
を
察
せ
ず
、
遂
に
は
つ
験
日
拒
俄
」
を
望

み
、
商
務
均
搭
の
待
還
を
与
え
る
の
は
妥
当
で
な
い
と

L
た
。
上
奏
中
に
は

他
に
後
掲
陳
宝
珠
の
説
も
援
用
し
て
い
る
が
、
ま
た
何
公
使
か
ら
の
来
阪
に

「
亦
底
称
日
本
外
張
中
乾
、
内
変
将
作
、
譲
之
不
能
助
我
、
不
譲
亦
不
能
難

我」

av
と
日
本
へ
の
譲
歩
を
不
得
策
と
し
て
い
る
の
を
、
ま
こ
と
に
「
確

論
」
で
あ
る
と
し
そ
の
趣
旨
を
強
調
し
た
。

「
与
甘
門
会

J

譲
於
倭
而
倭
不
能
助
我
以
拒
僚
、
則
一校
既
失
之
於
倭
、
所
叉
将

失
之
於
俄
、
何
如
精
譲
於
俄
、
而
我
因
得
借
俄
以
慨
倭
」
(
包

と
頼
り
な
い
日
本
と
結
ぶ
よ
り
、
「
強
弱
之
勢
、
相
去
百
倍
」
の
ロ
シ
ア
に

当
面
些
少
の
譲
歩
を
し
て
も
日
本
を
牽
制
す
る
方
が
有
利
で
あ
る
と
し
た
。

以
上
李
の
反
対
根
拠
を
一
通
り
当
っ
て
み
た
。
李
と
し
て
は
、
先
に
三
分

案
を
提
示
し
た
点
か
ら
も
、
琉
球
の
分
島
そ
の
も
の
に
当
初
か
ら
反
対
で
あ

っ
た
の
で
は
な
い
事
は
明
か
で
あ
る
。
以
上
の
諸
条
件
が
重
な
っ
た
の
で
解

決
案
に
異
議
を
唱
え

「
所
有
日
本
議
結
球
案
牽
渉
改
約
暫
宜
緩
允
遵
己
日
妥
簿
縁
由」

B
J

と
専
ら
延
期
の
策
を
奏
し
た
。
所
謂
「
延
宕
之
法
」
で
あ
る
。
延
期
の
具
体

策
と
し
て
は
、
批
准
期
限
で
あ
る
三
ヶ
月
自
に
な
っ
た
時
に
遷
延
貨
を
と
り

「
専
聴
俄
事
消
息
、
以
分
緩
急
、
倹
三
月
限
満
、
熊
俄
議
未
成
、
而
和
局

可
以
予
定
、
彼
来
催
問
換
約
、
或
与
商
展
限
、
或
再
交
廷
議
」
(
己

と
し
、
も
し
ロ
シ
ア
と
の
交
渉
が
三
ヶ
月
以
内
に
結
了
し
た
場
合
は
「
擬
誇

旨
明
指
其
不
能
批
准
之
由
、
宣
一
不
該
使
」
免
)
と
、

ロ
シ
ア
と
の
関
係
が
悪

化
し
た
場
合
は
換
約
を
認
め
よ
と
積
極
的
に
は
云
っ
て
い
な
い
が
、
好
転
す

れ
ば
拒
否
せ
よ
と
の
方
針
を
建
議
し
て
い
る
。

露
清
交
渉
の
好
転
と
延
期
繁
の
採
用

李
鴻
章
の
上
奏
よ
り
前
に
既
に
清

国
要
路
に
は
換
約
に
賛
否
両
論
が
起
っ
て
い
た
。

ハ付
表
参
照
〉
右
庶
子
陳

宝
探
は
締
約
に
反
対
し
、
北
京
会
商
結
了
一
週
間
目
に
当
る
明
治
十
三
年
十

月
二
十
八
日
の
上
葵
中
に

「
白
人
畏
俄
如
虎
、
中
国
之
力
、
終
不
能
禁
日
本
之
通
俄
、
日
本
之
親
我

与
否
、
亦
視
我
之
強
弱
而
己
、
中
国
而
強
於
俄
則
日
本
不
招
而
自
来
、
中

国
而
弱
於
俄
雄
甘
言
厚
路
、
与
立
互
相
保
護
之
約
、

一
旦
中
俄
有
粋
、
日

本
之
勢
必
折
而
入
於
俄
者
、
気
所
先
儲
也
、
高
一
中
国
為
俄
所
挫
、
日
人
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見
有
隙
可
一
乗
、
必
背
盟
而
趨
利
便
者
、
叉
勢
有
所
必
至
也
」
(
竺

と
、
日
本
を
持
む
べ
き
で
な
い
事
を
力
説
し
、
「
為
俄
事
一
五
定
、
日
案
不
宜

濯
結
、
日
約
不
宣
軽
許
」
品
)
・
と
し
て
い
る
。

醇
親
王
突
諒
は
「
日
本
与
俄
相
結
、
叉
与
間
協
削
相
近
、
若
更
動
成
局
、
白

人
未
必
甘
心
」

2
d
と
警
戒
し
己
成
之
局
を
動
か
す
事
に
反
対
し
た
。

ま
た
左
庶
子
張
之
洞
は
日
本
と
の
条
約
改
訂
は
許
し
て
よ
い
が
、
琉
球
案

件
は
延
期
さ
れ
る
よ
う
に
と
上
奏
し
た
。

au

総
理
街
門
も
一
時
は
困
惑
し
た
が
、
折
か
ら
ロ
シ
ア
と
の
交
渉
は
、
露
都

ペ
テ
ル
プ
ル
グ
に
派
遣
さ
れ
た
曽
紀
沢
の
努
力
で
解
決
に
近
付
い
た
。
そ
こ

で
琉
球
問
題
も
持
重
論
の
方
に
傾
い
て
、
こ
こ
に
総
理
街
門
も
態
度
を
一
変

す
る
事
に
な
っ
た
。
し
か
し
故
な
く
延
期
も
出
来
な
い
。
そ
れ
で
口
実
と
し

て
前
述
の
如
く
全
権
資
格
を
無
視
し
て
、
南
北
洋
大
臣
の
妥
議
を
要
す
る
旨

を
、
李
の
上
奏
六
日
後
に
、
日
本
公
使
館
に
達
し
た
の
で
あ
る
。

井
上
外
務
卿
も
宍
戸
公
使
宛
、
明
治
十
三
年
十
一
月
三
十
日
の
訓
令
中
に

清
国
の
態
度
を
「
言
ヲ
左
右
-
一
托
シ
故
意
ニ
遷
延
シ
テ
以
テ
清
容
葛
藤
ノ
了

局
ヲ
待
タ
シ
ト
ス
ル
ノ
詐
謀
ア
ル
カ
モ
」
(
告
知
れ
ぬ
と
察
し
た
通
り
、
露

清
交
渉
の
成
行
き
は
次
第
に
清
廷
を
延
期
策
に
傾
け
さ
せ
た
。

そ
の
後
も
琉
球
案
件
に
つ
い
て
は
賛
否
の
論
が
あ
り
、
南
洋
大
臣
両
江
総

替
劉
坤
一
、
所
江
巡
撫
謹
鍾
蔽
は
速
結
を
奏
し
、
両
広
総
督
張
樹
声
、
広
東

巡
撫
俗
寛
は
「
不
必
A

一
思
議
」
と
奏
し
た
。
し
か
し
李
鴻
章
の
上
奏
が
最
も
有

力
で
あ
っ
た
事
は
云
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

一
方
明
治
十
四
年
二
月
二
十
四
日
(
光
緒
七
年
一
月
二
十
六
日
)
に
は
京

都
に
於
て
露
清
聞
に
ペ
テ
ル
プ
ル
グ
条
約
ハ
第
二
伊
型
条
約
)
調
印
の
運
び

と
な
っ
た
。
ロ
シ
ア
と
の
関
係
を
安
定
さ
せ
た
清
国
で
は
、
同
年
三
月
五
日

に
至
り
次
の
上
諭
が
出
た
。

「
商
務
一
体
均
語
、
為
日
本
約
章
所
無
、
今
欲
援
照
西
国
約
章
緋
理
、
尚

非
必
不
可
行
、
惟
此
議
因
球
案
而
起
、
中
国
以
存
球
為
重
、
若
如
所
議
劃

分
両
島
、
於
中
国
存
球
之
意
、
米
諸
掛
妥
善
、
着
総
理
街
門
玉
大
臣
、
再
与

日
本
健
邑
悉
心
妥
商
、
琉
案
妥
商
、
琉
案
妥
結
、
商
務
自
可
議
行
」
(
む

利
益
均
震
を
必
ず
し
も
否
定
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
に
関
連
す
る
琉
球
問
題

の
方
が
、
中
国
と
し
て
は
妥
善
で
な
い
か
ら
、
日
本
・
と
再
議
せ
よ
と
の
趣
意

で
あ
る
。
し
か
し
既
に
宍
戸
公
使
は
清
国
の
不
信
を
憤
っ
て
本
国
に
引
揚
げ

て
お
り
、
琉
球
案
件
は
敢
え
な
く
挫
折
の
形
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

清
国
は
そ
の
後
、
朝
鮮
問
題
、
或
は
安
南
問
題
と
重
大
な
外
交
案
件
に
忙

殺
さ
れ
た
。
李
鴻
十
一
手
も
明
治
十
五
年
に
至
っ
て
、
前
，誌
を
一
切
取
消
し
て
の

交
渉
を
竹
添
領
事
に
申
出
た
が
、
そ
の
解
法
は
尚
家
復
封
の
む
し
返
し
で
あ

り
、
日
本
と
し
て
は
応
じ
得
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
李
が
明
治
十
八
年
四
月

二
十
日
、
駐
清
公
使
榎
本
武
揚
と
諮
っ
た
際
に
も
「
該
案
ハ
市
一
八
戸
公
使
負
担

セ
シ
ト
キ
結
局
セ
ハ
都
合
好
カ
H
シ
ニ
今
日
ト
ナ
リ
テ
ハ
予
モ
別
ユ
策
ナ

シ
」
岳
〉
と
匙
を
投
げ
'
た
体
で
あ
る
。

註
〈
1
)
日
本
外
交
文
書
第
二
一
一
巻
一
一
一
一
一
項

ハ
2
〉
驚
藤
良
衛
「
近
世
東
洋
外
交
史
序
説
」
一
二
三
頁

(
3
X
4
)

日
本
外
交
文
書
第
一
三
巻
一
一
一
一
一
項

(
5
〉
王
芸
生
「
六
十
年
来
中
国
与
日
本
」
第
一
審
一
四
一
一
一
頁

(

6

)

援
文
袋
公
金
集
奏
議
鼻
持
ニ
ニ
ノ
一
一
一
一
実

(
7
〉
皆
同
季
外
交
史
料
品
川
絞
靭
巻
一
一
一
一
一
ノ
一
五
葉

(
8
〉
日
本
外
交
文
書
第
一
三
谷
一
二
六
項

六
七
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ハ
9
)

世
外
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上
公
伝
第
三
巻
四
二

O
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(
叩
)

李
文
忠
公
会
一
番
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三
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ノ
二
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)
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文
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(
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ゲ
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三

(
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叩
)
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O

(町
官
射
針
…
れ
六

)

(
却
)
(
幻
〉
(
包
〉

李
文
忠
公
金
書
奏
稿
三
九
ノ
三

(
お
)

M

訳
要
函
稿
八
ノ

五

(
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叩
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叩
刊
一
L
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)
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〉

M
H

奏
務
三
九
ノ
四

(
お
〉
(
幻
〉
(
m
A

〉

グ
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一

一

九

ノ

五
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季
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史
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ニ

O

(

ω

)

グ
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一

一

一
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一

(
幻

〉

ゲ

ゲ

二
四
/
三

(詑
〉

張
文
褒
公
金
集
奏
議
三
ノ
一
一
一
一

ハ
お
〉
日
本
外
交
文
書
第

一
一ニ各

一三

三
項

(ぬ
〉

清
季
外
交
史
料
光
絡
剖
・二
五
ノ

八

(
お
)

日

本
外
交
文
書
第

一
四
谷
一
一
二

項
附
記
、
外
務
省
縞
琉
球
問
慰

結

一

吉

田

琉
球
事
件
は

一
応
解
決
案
に
対
す
る
両
国
代
表
の
意
見
一
致
に
迄
到
達
し

六
八

た
。
と
れ
は
グ
ラ

ジ
ト
の
斡
旋
に
負
う
所
が
大
き
い
。
し
か
し
グ
ラ

γ
ト
の

調
停
は
そ
の
具
体
案
よ
り
も
、
暗
礁
に
乗
上
げ
て
い
た
日
清
両
国
を
会
商
に

導
い
た
所
に
、
む
し
ろ
そ
の
真
価
を
認
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
グ
ラ

y
ト
の
居

中
調
停
案
が
双
方
に
一
不
さ
れ
て
交
渉
が
進
め
ら
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
グ

ラ
ソ
ト
は
清
国
滞
在
中
に
は
、
清
国
の
意
向
は
窺
っ
た
と
し
て
も
具
体
実
に

は
触
れ
て
い
な
い
。
二
島
分
割
案
は
グ
ラ
ソ
ト
滞
日
中
の
発
論
と
さ
れ
る
が
、

と
れ
が
日
本
政
府
の
案
と
し
て
清
国
に
提
示
さ
れ
た
。
グ
ラ

γ
ト
に
は
清
国

の
名
分
論
な
る
も
の
が
理
解
出
来
な
か
っ
た
為
、
と
の
解
決
案
自
体
に
不
成

立
の
種
因
を
匹
胎
さ
せ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
延
い
て
そ
の
責
の

一
半
は
日
本

政
府
も
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
事
に
な
る
。
尤
も
日
本
政
府
と
し
て
は
グ
ラ
シ

ト
の
意
向
は
尊
重
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
点
も
考
え
ら
れ
る
。

二
島
分
割
案
は
成
立
の
可
能
性
を
全
く
有
し
て
い
な
か
っ
た
と
は
一
支
え
な

い
。
現
に
総
理
街
門
は
一
応
此
の
案
で
成
議
し
た
し
、
分
島
交
渉
は
李
鴻
章

が
後
ま
で
も
固
執
し
た
所
で
あ
る
。
更
に
琉
球
王
国
復
活
の
成
否
が
協
約
成

立
の
岐
れ
目
と
な
っ
た
観
が
あ
る
と
い
っ
て
も
、
露
清
交
渉
の
帰
趨
如
何
に

よ
っ
て
は
-
計
り
難
い
も
の
が
あ
っ
た
。
名
分
論
だ
け
で
清
国
の
態
度
を
割
切

っ
て
し
ま
え
な
い
事
は
、
日
本
の
阻
貢
を
琉
球
が
清
国
に
訴
え
た
際
に
、
李

鴻
章
の
示
し
た
態
度
会
見
て
も
首
肯
で
き
よ
う
。

一
山
路
清
交
渉
の
成
行
き
は
常
に
琉
球
問
題
に
関
す
る
清
国
の
対
日
態
度
を
左

右
せ
し
め
て
い
る
。
交
渉
の
挫
折
を
導
い
た
要
因
と
し
て
は
、
や
は
り
解
決

策
自
体
の
内
部
的
要
素
よ
り
も
、
露
清
関
係

ω方
を
意
視
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
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一
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一
四
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一
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六

一
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一
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二

O

一
回
・
二
・
二
四

一
回
・

三
・
一

↑

E
・

三
・

五
ムー

ノ、二ニ

(天
津
で
竹
添
・
卒
予
備
的
会
談
、
三
分
論
出
る
)

(
日
本
側
全
権
委
員
に
宍
戸
公
使
任
命
)

(
北
京
会
商
開
始
)

卒
鴻
章
函
藷
球
笑
緩
結

ハ
北
京
会
商
結
了
、
十
日
以
内
の
調
印
を
約
す
)

総
署
葵
琉
球
南
島
名
属
華
実
嵐
日
不
定
議
無
以
善
後

右
庶
子
陳
宝
探
葵
琉
案
日
約
不
宣
遮
訂

醇
親
玉
突
諜
葵
俄
事
既
可
堅
持
日
事
無
廊
遷
就

左
庶
子
張
之
洞
奏

琉
球
界
、
宜
審
緩
急

上
諭
恕
一
J

鴻
章
係
原
議
条
約
之
人
、
日
本
情
事
素
所
深
怒
、
・
将
此
事
応
否
照
総
理
街

門
原
奏
緋
理
、
・
:
迅
速
具
奏

卒
鴻
章
葵
日
本
議
結
琉
球
案
牽
渉
改
約
暫
宜
緩
允

上
諭
若
交
南
北
洋
大
臣
等
妥
議
具
奏

ハ
総
帥
砕
葉
銃
桐
、
田
辺
書
記
官
に
上
諭
の
件
来
報
)

両
江
総
替
劉
坤
一
葵
球
案
宜
速
結
日
約
宜
慎
重
図
"
紅

新
江
巡
撫
讃
鍾
隣
奏
球
案
宜
速
結
対
日
須
戦
守
均
有
実
力

両
広
総
電
技
樹
声
等
奏
球
案
不
必
缶
思
議
日
約
未
使
牽
速

李
鴻
章
函
俄
約
己
定
兼
論
球
笑

(
宍
一
戸
公
使
総
理
街
門
を
訪
問
、
告
別
対
話
)

(
宍
一
円
公
使
北
京
退
去
)

(曽
紀
沢
、
露
都
ペ
テ
ル
プ
ル
グ
で
条
約
調
回
〉

軍
機
大
臣
左
宗
裳
葵
緋
理
琉
球
案
説
帖

上
諭
商
務
一
体
均
箔
・
:
:
尚
非
必
不
可
行
:
・
王
大
臣
再
与
日
本
使
臣
悉
心
妥
商

ノ、

;IL 
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